
○地方環境事務所の内部組織に関する訓令 

（平成２０年３月１７日環境省訓令第２号） 

 

 改正 平 24訓 15-2、訓 17-2、訓 54、平成 25年訓 1、訓 2、訓 16 平成 26年訓 15、平

成 27年訓 8、平成 28 年訓 9、訓 19、平成 29年訓 4、訓 7、訓 10、平成 30年訓 7、平成 31

年訓 6、令和 2年訓 12、令和 3年訓 3、令和 5 年訓 4、令和 6年訓 4、令和 7年訓 2、令和

８年訓 3 

 

 （通則） 

第１条 地方環境事務所の内部部局の組織については、環境省設置法（平成１１年法律第

１０１号）、環境省組織令（平成１２年政令第２５６号）、環境省組織規則（平成１３

年環境省令第１号）及び地方環境事務所組織規則（平成１７年環境省令第１９号）に定

めるところによるほか、この訓令の定めるところによる。 

 

 （次長の職務） 

第２条 地方環境事務所に次長を置く（福島地方環境事務所を除く。）。 

２ 次長は、所長の命を受け、特定の事務を処理する。 

 

 （企画官（技術総括担当） の職務） 

第３条 環境再生・廃棄物対策部に、企画官（技術総括担当） を置く。 

２ 企画官（技術総括担当） は、命を受けて、調整官のつかさどる職務のうち除染及び解

体に関する技術的事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を助ける。 

 

 （中間貯蔵技術企画官等の職務） 

第４条 中間貯蔵部に、中間貯蔵技術企画官及び復興再生利用技術企画官を置く。 

２ 中間貯蔵技術企画官は、命を受けて、調整官のつかさどる職務のうち中間貯蔵（中間

貯蔵・環境安全事業株式会社法（平成１５年法律第４４号）第２条第４項に規定する中

間貯蔵をいう。）に関する技術的事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を助ける。 

３ 復興再生利用技術企画官は、命を受けて、調整官のつかさどる職務のうち福島県内除

去土壌等（中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第２条第２項に規定する福島県内除去土

壌等をいう。以下同じ。）の減容及び福島県内において生じた除去土壌（放射性物質汚

染対処特措法第２条第４項に規定する除去土壌をいう。）に係る復興再生利用（平成二

十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放

出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則（平成２３

年環境省令第３３号）第５８条の４に規定する復興再生利用をいう。）に関する事務を

助ける。 

 

 （広報室） 

第５条 渉外広報課に、広報室を置く。 

２ 広報室は、渉外広報課の所掌事務のうち、平成２３年３月１１日に発生した東北地方

太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染

への対処に係る事務を分掌する。 

 



 （放射線健康管理官の職務） 

第６条 渉外広報課に、放射線健康管理官を置く。 

２ 放射線健康管理官は、放射性物質汚染対処特措法に基づく事故由来放射性物質による

健康への影響に関する健康管理及び健康不安対策の支援に関する事務を行う。 

 

 （市町村支援室） 

第７条 環境再生・廃棄物対策総括課に、市町村支援室を置く。 

２ 市町村支援室は、環境再生・廃棄物対策総括課の所掌事務のうち、放射性物質汚染対

策特措法に基づく事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する事務及び事業

に関する事務を分掌する。 

 

 （環境再生企画官の職務） 

第８条 環境再生課に、環境再生企画官を置く。 

２ 環境再生企画官は、環境再生課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調

整に関する事務を行う。 

 

 （廃棄物再生利用推進室、最終処分場管理室及び対策地域内廃棄物処理推進室） 

第９条 廃棄物対策課に、廃棄物再生利用推進室、最終処分場管理室及び対策地域内廃棄

物処理推進室を置く。 

２ 廃棄物再生利用推進室は、廃棄物対策課の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌す

る。 

 一 放射性物質汚染対処特措法第１５条に基づく対策地域内廃棄物の収集、運搬、保管

及び処分に関すること（対策地域内廃棄物の再生に係るものに限る。）。 

 二 福島復興再生特別措置法（平成２４年法律第２５号）第１７条の２３第３項に基づ

く認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物の収集、運搬、保管及び処分に関すること（認

定特定復興再生拠点区域等内廃棄物の再生に係るものに限る。）。 

三 放射性物質汚染対処特措法第１条に規定する事故由来放射性物質により汚染された

廃棄物のうち処理が行われていないもの（特定廃棄物（放射性物質汚染対処特措置第

２０条に規定する特定廃棄物をいう。以下同じ。）を除く。）に係る円滑な処理の実

施に関すること。 

３ 最終処分場管理室は、廃棄物対策課の所掌事務のうち、特定廃棄物の最終処分場の運

営、保全その他の管理に関する事務を分掌する。 

４ 対策地域内廃棄物処理推進室は、廃棄物対策課の所掌事務のうち、次に掲げる事務を

分掌する。 

一 特定廃棄物の収集及び運搬に関すること（運搬先が仮置場（地方環境事務所組織規

則第５条第１６号に規定する仮置場をいう。以下同じ。）となる特定廃棄物に係るも

のに限る。）。 

二 仮置場における特定廃棄物の保管及び処分に関すること。 

三 仮置場の整備（中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則（平成１６年環境省令

第１２号）第３条に規定する区域内において行われるものに限る。）に係る調査並び

に工事の設計、施工及び管理に関すること。 

 

 （廃棄物対策企画官の職務） 



第１０条 廃棄物対策課に、廃棄物対策企画官を置く。 

２ 廃棄物対策企画官は、廃棄物対策課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並び

に調整に関する事務を行う。 

 

 

（企画官（減容化担当）の職務） 

第１１条 管理課に、企画官（減容化担当）を置く。 

２ 企画官（減容化担当）は、中間貯蔵施設の運営に関する事務のうち、減容化施設の運

営に関する事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 

 

 （調査設計室） 

第１２条 管理課に、調査設計室を置く。 

２ 調査設計室は、管理課の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 

一 中間貯蔵施設の整備に係る調査に関すること。 

二 中間貯蔵施設の設計及び施工方法に関すること。 

三 中間貯蔵施設の整備に係る廃棄物の処理に関する事務及び事業に関すること（環境

再生・廃棄物対策部及び復興再生利用企画課の所掌に属するものを除く。）。 

 

 

（企画官（用地担当）の職務） 

第１３条 用地課に、企画官（用地担当）を置く。 

２ 企画官（用地担当）は、中間貯蔵施設の整備に係る土地等の買収及び寄附並びにこれ

に伴う地上物件の移転等に伴う損失補償に係る審査に関する事項の企画及び立案並びに

調整に関する事務を行う。 

 

（地域生物多様性増進室） 

第１４条 国立公園課に地域生物多様性増進室を置く。 

２ 地域生物多様性増進室は、国立公園課の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 

一 自然再生（自然再生推進法（平成十四年法律第百四十八号）に規定する自然再生を

いう。）の推進に関すること。 

二 地域生物多様性増進活動（地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等

に関する法律（令和六年法律第十八号）第２条第３項に規定する地域生物多様性増進

活動をいう。）の促進に関すること。 

三 前各号に掲げるもののほか、環境省本省の自然環境局自然環境計画課の所掌事務に

関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並

びに関係機関との連絡調整に関すること。 

 

 

 

   附 則 この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 


